
21 その他の事業 

 

 

○ 横 浜 市 社 会 福 祉 審 議 会 

 

１ 設置目的 

  社会福祉審議会は、社会福祉法第７条第１項により、都道府県・政令指定都市・中核市に設置すること

になっており（必置義務）、社会福祉に関する事項（児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。）

の調査審議を目的としています。 

 

２ 根拠法令等 

  社会福祉法、社会福祉法施行令、横浜市社会福祉審議会条例、横浜市社会福祉審議会運営要綱 

 

３ 審議会の構成 

 ・審議会は、社会福祉法第８条により、市会議員、社会福祉事業に従事する者、学識経験のある者のうち

から市長が任命することとなっており、横浜市社会福祉審議会運営要綱第２条により委員 35 人以内で

組織することとなっております。 

 ・委員数は 22人、委員の構成は次のとおり。 

    市会議員（3 人）、社会福祉事業に従事する者（10 人）、学識経験のある者（9 人） 

 

４ 任 期 

  ３ 年（平成 25 年１月 12 日～平成 28 年１月 11 日） 

 

５ 専門分科会及び審査部会 

 (1) 専門分科会 

   民生委員審査専門分科会、身体障害者福祉専門分科会、高齢者福祉専門分科会 

 (2) 審査部会 

   身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議のため身体障害者福祉専門分科会に「身体障害者障害

程度審査部会」を設置。 

 (3) 平成 26 年度開催状況 

   民生委員審査専門分科会：2回 

   身体障害者障害程度審査部会：12 回 

 

６ 審議会の開催状況 

 (1) 回数：毎年 1～2回程度開催。 

 (2) 平成 26 年度実施状況：1 回開催 

   議題：社会福祉審議会答申（平成 23年３月７日付）への取組について 

｢第６期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画｣の策定について 

｢第３期横浜市障害者プラン｣の策定について 

平成 27 年度健康福祉局予算（案）について 
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○ 福 祉 調 整 委 員 会 

 

１ 事業開始 

平成７年７月１日 

 

２ 事業の目的 

横浜市の福祉保健サービスに対する市民からの苦情・相談を受け、中立・公正な立場で、所管課や事業

者等に対して調査・調整を行うとともに、福祉サービスの質の向上を推進する活動を実施しています。 

 

３ 事業概要 

(1) 苦情相談の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 様々な苦情相談等が寄せられます。 

電話、ＦＡＸ、Ｅメール、手紙で相談が寄せられます。直接来所いただく場合もあります。 

② 相談内容に応じて、制度等の説明・助言や担当窓口の案内等を行います。 

③ 横浜市福祉調整委員が面接により苦情相談を直接聴取します。 

④ 市の所管課や民間事業者に対し、調査・調整を行います。 

⑤ 調査結果に委員意見を付して苦情相談者に回答します。 

⑥ サービスの改善等が必要な場合に、市の所管課や民間事業者に意見の申入れを行います。 

⑦ 申入れ後、おおむね２か月後に対応状況の確認を行います。 

⑧ 定例会で対応案件について報告し、今後の対応について検討します。 

⑨ 市長に対して委員会の運営状況を報告し、必要に応じて制度の改善等について提言します。 

 

(2) 福祉調整委員 

    6 人（内訳 学識経験者 3人 医師 1人 弁護士 1人 市民委員 1人） 

 

４ 事業実績 

   表１ 苦情相談等の件数 

分  類 25 年度 26 年度 

１ 福祉保健サービスに関するもの 件 数 613 件 648 件 

２ 福祉保健サービス以外のもの ※１ 件 数 68 件 61 件 

３ 委員会制度に関するもの ※２ 件 数 4 件 5 件 

合 計 
件 数 

月平均 

685 件 

57 件 

714 件 

59 件 

※１ 福祉保健サービス以外の苦情相談・問い合わせ等。 

※２ 他都市からの照会等。 
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表２ 苦情相談等の対応分類（福祉保健サービスに関するもの） 

分  類 25 年度 26 年度 

１ 苦情申立て（福祉調整委員面接相談） ※１ 件 数 6 件 4 件 

２ 説明・助言等 ※２ 件 数 379 件 374 件 

３ 他機関案内 ※３ 件 数 84 件 89 件 

４ 福祉保健サービス提供者との調整 ※４ 件 数 144 件 181 件 

合 計 
件 数 

月平均 

613 件 

51 件 

648 件 

54 件 

 

※１ 委員が面接相談したもの。１人あたりの相談時間はおおむね１～１時間半となっている。 

※２ 福祉保健サービスの制度や内容に関して説明や助言を行ったもの等。  

※３ 適切な福祉保健サービス提供者（市又は事業者）を案内したもの。 

※４ 相談者の状況を考慮し、迅速な解決を図るために福祉保健サービス提供者（市又は事業者）と

直ちに調整を行ったもの。 

 

表３ 苦情申立て（委員面接相談）の内訳 

調 整 区 分 25 年度 26 年度 

苦情申立て（委員面接相談） 
件 数 

月平均 

6 件 

0.5 件 

4 件 

0.3 件 

 
Ａ 市又は事業者に対し申入れを実施したもの 件 数  3 件 4 件 

Ｂ 申入れを行わなかったもの 件 数  2 件 0 件 

Ｃ 面接相談時解決・終了 件 数  1 件 0 件 

Ｄ 面接相談後に取り下げられたもの 件 数  0 件 0 件 

 

  表４ 面接相談分野の内訳 

 
高齢福祉 

・介護保険 
障害福祉 児童福祉 生活保護 

その他 

（保健等） 
計 

2 5 年 度 2 件 2 件 0 件  1 件 1 件 6 件 

2 6 年 度 1 件 2 件 0 件  1 件 0 件 4 件 
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○ 墓地等の設置紛争の調整 

 

１ 概況 

  墓地等の設置予定地の周辺住民と事業者との間で、墓地等の設置に係る問題の解決が困難な場合に、申

出に基づき行政による紛争の調整（あっせん）や第三者機関による調停を行います。 

 

２ 紛争解決の制度 

  「横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例」（平成 23 年 9 月 1 日施行）に基づき、紛争の調整及び調

停の制度を設けています。 
 ＜紛争調整の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 横浜市墓地等設置紛争調停委員会 

 (1) 委員総数 

   10 人（内訳：弁護士３人、学識経験者４人、民事調停委員２人、元民事調停委員１人） 

 (2) 調停小委員会 

   ３人（上記委員のうち３人１組で１案件の調停に対応する） 

 

委員会等開催件数 

年   度 
横浜市墓地等設置紛争調

停委員会開催件数 
調停（小委員会）件数 

あ っ せ ん(紛争の 

調整) 件 数 

平成 22年度 １ 1 ０ 

平成 23年度 １ ０ ０ 

平成 24年度 １ ０ ０ 

平成 25年度 １ ０ １ 

平成 26年度 １ １ １ 

 

 

 
申出期間

30日

     紛争調整実施
　　（意見聴取、話し合い） ヒアリング

計画説明
紛争の解決

150日以内180日

調停期間紛争調整期間（行政関与）

計
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○ 横浜市社会福祉協議会に対する補助及びに事業委託 

１ 概況 

  本市における社会福祉事業の振興や社会福祉事業施設・団体の育成等の活動を行っている社会福祉法人横浜市社会 

 福祉協議会の活動経費を補助するとともに、同協議会に地域ケアプラザ等の管理・運営を委託しました。 

 

２ 事業内容 

 (1) 補助事業（平成26年度決算額 4,929,402千円） 

ア 市社会福祉協議会の運営 

イ 福祉教育推進事業の実施 

ウ 横浜市社会福祉大会の開催 

エ 障害者支援センターの運営 

オ 横浜生活あんしんセンターの運営 

カ 福祉バスの運営 

キ 区・地区社会福祉協議会活動の支援 

ク 民生委員・児童委員活動の支援 

ケ ボランティア・市民活動の支援 

コ 民間社会福祉施設の整備支援 

サ 民間社会福祉施設の運営支援 

シ その他 

 (2) 委託事業（平成26年度決算額 1,811,016千円） 

ア 福祉保健研修交流センター「ウィリング横浜」の管理・運営 

イ 社会福祉センターの管理・運営 

ウ 障害者研修保養センター「横浜あゆみ荘」の管理・運営 

エ 地区センターの管理・運営 

オ 老人福祉センターの管理・運営 

カ 地域ケアプラザの管理・運営 

キ その他 

 

 

○ 災 害 救 助 

１ 災害見舞金の交付 

  市内で発生した火災等の被災者に対し、「横浜市災害見舞金・弔慰金交付要綱」に基づき、見舞金等を交付しまし

た。 

 
   交付状況                           （平成 26年度）（金額単位：円） 

区  分 単身世帯 ２人以上世帯 非 住 家 金  額 

全焼（壊） 22 29 - 2,110,000 

半焼（壊） 10 15 -   650,000 

床上浸水 22 27 26  1,020,000 

冠水家屋 10 6 -  220,000 

死  亡 12 - 1,200,000 

重  傷 3 -    90,000 

合             計 5,290,000 

    ※非住家については自然災害の場合のみ交付します。 
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○ 戦 没 者 遺 族 等 の 援 護 

 

１ 概況 

本市では戦没者の追悼式を開催し、横浜市遺族会への補助金を交付する等遺族の援護に努めています。 

また、各区では戦没者遺族等に対する年金、弔慰金、特別給付金等の請求書の受理、裁定通知書等の交

付を行っています。 

 

２ 横浜市戦没者追悼式 

平成 26年 11月１日第 63回横浜市戦没者追悼式を、神奈川区三ツ沢公園内横浜市慰霊塔前広場において、

来賓及び代表遺族 400人が参列し、実施しました。 

 

３ 補助金 

戦没者遺族等援護のため、次の団体に対し補助金を交付し、福祉の増進を図っています。 

平成 26 年度 横浜市遺族会 900 千円 

 

４ 年金、弔慰金、特別給付金 

戦没者遺族等に対する年金、特別弔慰金、特別給付金等の請求及びこれに伴う年金証書、特別弔慰金裁

定通知書、特別給付金裁定通知書の平成 26 年度における交付状況は次のとおりです。 

(1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法 

平成 26 年度は実績がありません。 

(2) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 

ア 請求書進達件数         ０件 

イ 裁定通知書交付件数        ０件 

(3) 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 

ア 請求書進達件数        96 件 

イ 裁定通知書交付件数      172 件 

(4) 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 

平成 26 年度は実績がありません。 

(5) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 

ア 請求書進達件数         ７件 

イ 裁定通知書交付件数       ６件 
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○ 援 護 対 策 事 業 

１ ホームレス等自立支援事業 

市内の道路・公園・河川敷など屋外で生活する者等で自立への支援を必要とする者に対して、自立支援

施設「はまかぜ」において、生活相談・支援及び就労支援等を通じて自立を支援します。 

 (1) 支援内容 

宿泊援護 食事・衣類・日用品等の提供 

入所期間 原則30日以内（最大１年以内） 

自立支援 生活相談及び支援、居宅確保等への支援 

公共職業安定所から派遣された職業相談員による職業相談・紹介 
健康診断 健康診断の実施、健康相談 

 (2) 事業実績                  (平成 26 年度) 

 定員 入所延数 

自立支援施設 250   977 

 

２ ホームレス総合相談推進事業 

昭和 54 年 11 月から関内駅周辺を中心に、ホームレスに対する必要な支援等を行う目的で夜間街頭相談

を開始し、平成６年 11 月からは、関係局区と自立支援施設が連携し、毎月２回程度、関内駅周辺及び横浜

駅周辺等において実施してきました。 

平成 16 年４月には、ホームレス巡回相談室を設置し、夜間街頭相談との統合を図るとともに、関係機関

と連携し、相談員及び看護師等が市内の巡回を行い、ホームレスに対して自立に向けた相談支援を行って

います。 

(1) 巡回相談室実績                            （平成 26 年度実績） 

相談件数 自立支援施設等入所 病院への搬送 自宅・病院等への訪問 

1,918 95 0  0 

(2) 夜間街頭相談         （平成 26年度実績） 

実施区域 実施回数 入所人数 
関内駅周辺 12回 53人 
横浜駅周辺 12回 42人 

 

３ ホームレス保健サービス支援事業 

   市内の公園・道路等に起居するホームレス等に対し、看護師等が巡回相談を行い、ホームレスの健康

状態を把握し、必要に応じて関係機関と連携することにより、ホームレスへの保健・医療を確保すると

ともに、自立支援に向けた働きかけを行っています。 

ホームレス保健サービス支援事業実績   （平成 26年度実績） 

巡回相談実施日数 延べ  90 日 

面接人数  延べ 133 人 

医療機関への引継件数 延べ   0 件 

 

４ 寿地区対策事業 

中区寿町周辺の住居の無い方及び簡易宿泊所宿泊者等の課題解決を図るため、横浜市寿福祉プラザ１階

相談窓口において、生活各般の相談を行っています。 

また、地域住民及び勤労者の福祉の向上を図るため、寿生活館の一部を女性・児童対象施設（３階）及

び成人対象施設（４階）として指定管理者である公益財団法人寿町勤労者福祉協会が管理運営を行い、住

民相互の交流の場を提供しています。 

 (1) 相談事業                                              （平成 26 年度） 

相 談

件 数 

日平均相

談者数 
相  談  内  容 

協働 介護予防 障害 児童 結核支援 17区ケース 関係機関 公営住宅 その他 

3,536 13 35 148 18 724 221 776 753 60 801 
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(2) 指定管理者による管理運営事業（平成 26 年度） 

施設区分 利用者数 
3階 女性・児童対象施設  28,810 

4階 成人対象施設 175,434 

 

５ 寿地区年末年始対策事業 

寿地区に居住する者等で、年末年始の休庁期間中の援護を必要とする生活に困窮する者に対して臨時宿

泊所を設置し、給食、宿泊の援護を実施しました。 

また、本事業と連携し、健康安全課事業である結核健診を実施しました。 

 (1) 対策期間 

平成 25 年 12 月 27 日から平成 26 年 1 月 8 日まで 

 (2) 相談窓口開設日及び時間 

12 月 27 日・・・・・・・・・・・ 午前９時から午後２時まで 

(3) 相談場所 

横浜市寿福祉プラザ１階 

 (4) 相談取扱状況 

    来所人数・・・・75 人 
援護内容 件 

臨 時 宿 泊 所 入 所 31 

そ の 他 の 援 護 0 

生活保護（医療） 0 

健 診 の み 44 

相 談 の み 0 

そ の 他 0 

※重複有 

(参考)結核健診 

ア 実施日   平成 25年 12 月 27 日 午前９時から午後２時まで 

イ 受診者数   75 人 
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○ 職 員 の 研 修 

 

保健・医療・福祉事業に従事する職員に対して、職員の執務能力の発揮と資質向上を図り、局事業の円滑

な推進に寄与するため、課題に適応した研修の企画、実施及び各種研修機関等への派遣を行いました。 

 

１ 研修の実施 

平成 26年度 254講座  延 11,407人 

 

２ 研修機関等への派遣による研修 

平成 26年度 203講座  延 869人 

 

注）保健・医療・福祉事業に従事する区職員を対象とした研修を含みます。 
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○ 社会福祉法人・施設の指導監査等 

１ 概況 

  監査課では、横浜市が所管する社会福祉法人（こども青少年局所管分を除く）や社会福祉施設等に対

し、適正な経営・運営の確保を目的として、所管課との連携・協力のもと指導監査を実施しています。 

  また、新規に社会福祉法人を設立する際に認可を行うほか、補助を受けて整備される社会福祉施設等に

ついての検査等を行っています。 

２ 社会福祉法人の数、及び認可の数（健康福祉局所管） 

年 度 法人数 認可数 備     考 

平成 25年度末 148 2  

平成 26年度末 150 0 
(国へ移管１、県から移管１、こども青少年
局から移管２) 

３ 指導監査等実施状況（26 年度実績） 

(1) 社会福祉法人に対する指導監査 

区分 法人数 実地監査 26 年度末法人数 

高齢者関係 （居宅含む） 80 40 79 

障害者関係 47 23 49 

生活保護・いのちの電話関係 3 2 3 

市・区社会福祉協議会 19 10 19 

合計 149 75 150 

(2) 社会福祉施設等に対する指導監査 

区分 施設等種別 
監査対象

施設数 

運営主体別 実地 
監査 

26 年度末
施設数 市立 社会福祉法人 その他 

高齢

者関

係 

特別養護老人ホーム 144 0 144 0 74 144 

養護老人ホーム 6 2 4 0 4 6 

軽費老人ホーム 11 0 11 0 5 11 

短期入所施設 11 0 5 6 6 12 

介護老人保健施設 82 0 10 72 26 82 

介護療養型医療施設  10 0 0 10 4 10 

介護付有料老人ホーム 143 0 2 141 25 146 

地域ケアプラザ  132 0 132 0 37 133 

小計 539 2 308 229 181 544 

障害

者関

係 

 

指定障害者支援施設 22 1 21 0 10 22 

身体障害者社会参加支援施設 6 0 4 2 6 6 

小計 28 1 25 2 16 28 

保護

施設

等 

救護施設 3 0 3 0 1 3 

更生施設 3 0 3 0 1 3 

隣保事業 1 0 1 0 0 1 

相談事業 2 0 1 1 2 2 

無料低額宿泊事業 46 0 0  46 8 45 

小計 55 0 8 47 12 54 

その

他生

保関

係 

無料低額診療事業 20 0 6 14 20 20 

無料低額老健事業 12 0 9 3 5 12 

生保指定医療機関 ※１ 13 0 0 13 13 13 

生保指定介護老人保健施設 79 0 10 69 3 79 

小計 124 0 25 99 41 124 

合計 746 3 366 377 250 750 

※ 監査対象施設数は、９月末日現在で開所済みまたは開所予定の施設の数である。 

※１ 生保指定医療機関は、監査実施数により集計した。 
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 (3) その他実地指導等 ※２ 

区分 施設種別 
監査対象 

施設数 

運営主体別 実地 
監査 

26 年度末
施設数 市立 社会福祉法人 その他 

高齢
者関
係 
 

住宅型有料老人ホーム 68 0 0 16 16 69 

小計 68 0 0 16 16 69 

障害

者関

係 

 

指定障害福祉サービス事業所 232 4 131 97 39 248 

障害者地域活動ホーム(法人
型・機能強化型) 

41 0 18 23 12 41 

多機能拠点 2 0 2 0 0 2 

精神障害者生活支援センター 18 0 6 12 2 18 

地域活動支援センター精神作
業所型 

71 0 7 64 18 68 

小計 364 4 164 196 71 377 

 
合計 432 4 164 212 87 446 

※２ 高齢施設課、障害支援課所管の事業所に対する実地指導の件数等を掲載した。 

(4) 施設整備に係る審査・検査等 

区分 検査・審査数 

高齢福祉関係(スプリンクラー工事含む) 48 

障害者福祉関係 34 

地域福祉交流拠点他 4 

保育・児童関係 76 

合 計 162 

４ 社会福祉法人施設審査会 開催件数 

  社会福祉法人の設立認可や補助金の支出先の選定等について審査を行う横浜市社会福祉法人施設審査    

  会を開催しています。 

  平成 25年度 平成 26年度 

開催件数 4 3 
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○ 放 射 線 対 策 の 推 進 

 

１ 概況 

平成 23年３月 11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故によ

り、本市においても放射性物質の飛散、降下が確認されるなど、放射性物質に対する市民の不安が高まる

状況となりました。本市では、事故直後から保健所を中心に各区局で相談対応を開始するなど、迅速・的

確な対応に努めてきました。平成 26 年度においても、専用電話相談窓口等での不安相談対応の継続、ホ

ームページ等による広報、モニタリングポストでの空間線量の測定、市内産農畜水産物・乳児用食品等市

内流通食品・小学校給食食材・保育園給食食材の放射性物質検査、さらに測定機器の無料貸出など、市民

の安全対策や不安の払しょくに向けて、さまざまな取組を実施しました。 

 

２ 主な実施状況 

(1)  放射線対策本部による放射線対策の推進 

   平成 24年３月 27日に横浜市災害対策本部が廃止されたことに伴い、新たに設置した横浜市放射線対

策本部（本部長：副市長、副本部長：健康福祉局長・環境創造局長、事務局：健康福祉局健康安全課）

において、引き続き、より一層の安全・安心を確保し、市民の不安を解消するため、区局横断的にさま

ざまな対策を講じています。 

(2) 正しい知識と情報を伝えるための取組 

ア 放射線に関する健康・食品電話相談窓口相談件数 88件 

（平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日） 

イ 横浜市放射線対策記録（平成 26年）【資料編】（平成 27年３月発行） 

ウ 18区での測定機器の無料貸出継続 142件（平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日）他 

(3) 放射線量測定等 

ア 空間線量の状況 

本市の空間線量は、モニタリングポストによる常時測定を継続し、問題のない値であることを確認

しています。また、保育園・市立学校をはじめ公園などで必要に応じて測定を実施しましたが、本市

対応の目安以上の放射線量は確認されませんでした。 

イ 放射性物質の検査 

食品については、水産物や子どもが喫食する乳児用食品・牛乳等に重点を置きつつ、小学校及び保

育所給食食材、市内産農畜水産物並びに市内に流通する食品の検査や市内でと畜される牛の全頭検査

など幅広く検査を実施しました。 
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○ 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 

 

１ 概況 

平成 26 年４ 月から消費税率が８％へ引上げられたことに伴い、所得の低い方への負担増に配慮するた 

め、暫定的・臨時的な措置として、国の全額補助事業により給付対象者へ臨時福祉給付金を給付し、必要 

な業務を実施しました。 

 

２ 給付対象者及び給付額 

(1) 給付対象者 

① 平成 26年１月１日（基準日）現在、横浜市に住民基本台帳に登録されている方 

② 平成 26年度市民税が課税されていない方（市民税が課税されている方に扶養されている場合を除く） 

③ 平成 26年１月１日（基準日）現在、生活保護中国残留邦人等の支援給付などを受けていない方。（平

成 26 年１月２日から３月 31 日までに、上記の支援給付などが廃止または停止になった方も対象で

す。） 

(2) 給付額 

    １人あたり１万円（老齢基礎年金の受給者等については、１人につき５千円を加算） 

 

３ 取組状況 

(1) 受付状況（申請期間：平成 26年７月 16日（水）から平成 27年１月 16日（金）まで） 

 

 

 

 

(2) 支給状況（厚生労働省への実績報告による） 

 

 

 

 

 

(3) コールセンター 

  開設期間：平成 26年５月８日（木）から平成 27年２月 28日（土）まで 

お問合せ件数：約 10.4万件 

(4) 区役所相談窓口 

開設期間：平成 26年７月 16日（水）から 11月 28日（金）まで 

相談窓口来庁件数：約 4.2万件 

(5) 広報・勧奨 

ア 対象と思われる方へ申請書等を同封したお知らせを発送（平成 26年７月 15日（火）） 

イ アの発送後に申請書の提出のなかった方へ、再度、申請書等を発送（平成 26年９月 22日（月）） 

ウ 専用ホームページの開設 

エ 交通広告、区役所及び公共施設等におけるポスター掲示やチラシ配布 

  オ テレビ・ラジオを利用した広報（７月、８月、９月） 

カ 「広報よこはま」平成 26年６・７・12月号への記事掲載 

キ 交通機関等の媒体を利用した動画による広報（平成 26年 12月に追加実施） 

発 送 件 数 406,237件 

受 付 件 数 322,308件 

受付率（対発送件数） 79.3％ 

対 象 者 数 512,121人 

支 給 決 定 人 数 381,935人 

支給率（対対象者数） 74.6％ 

支 給 額 4,858,050,000円 
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